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平成 28 年６月 2９日 

自 動 車 局 

 

 

一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）に係る特定地域の指定について 

                                         

 

 

 

記 

 

１． 指定する地域 

道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）第５条に基づき関東運輸局長が

定める営業区域の「南多摩交通圏」、「京葉交通圏」、「東葛交通圏」、「千葉交通圏」、「県

南中央交通圏」（埼玉）、「宇都宮交通圏」、北陸信越運輸局長が定める営業区域の

「富山交通圏」、九州運輸局長が定める営業区域の「久留米市｣ 

 

 

２． 指定する期間 

平成２８年７月１日から平成３１年６月３０日まで 

（平成２８年７月１日の官報告示による） 

 

 

 
 

 

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に

関する特別措置法第３条に基づき、下記の地域を７月１日（金）付けで特定地域として指

定しますので、お知らせ致します。 

【問い合わせ先】 

（代表）03-5253-8111 

国土交通省自動車局旅客課 古曵・佐々木（内線41202、41242）  

                   （直通）03-5253-8569 （FAX）03-5253-1636 
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（案）

京葉地区タクシー事業適正化・活性化協議会設置要綱（新旧対照表）

改 正 現 行

京葉地区タクシー事業適正化・活性化特定地域協議会設置要綱 京葉地区タクシー事業適正化・活性化協議会設置要綱

制定 平成２１年１０月２８日 制定 平成２１年１０月２８日

一部改正 平成２１年１２月１６日 一部改正 平成２１年１２月１６日

一部改正 平成２４年１１月３０日 一部改正 平成２４年１１月３０日

一部改正 平成２６年 １月２４日 一部改正 平成２６年 １月２４日

一部改正 平成２６年 ２月２０日 一部改正 平成２６年 ２月２０日

一部改正 平成２７年 ４月１０日 一部改正 平成２７年 ４月１０日

一部改正 平成２７年 ７月１５日 一部改正 平成２７年 ７月１５日

一部改正 平成○○年○○月○○日

（目 的） （目 的）

第１条 京葉地区タクシー事業適正化・活性化特定地域協議会（以下「協議会」 第１条 京葉地区タクシー事業適正化・活性化協議会（以下「協議会」とい

という。）は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送 う。）は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業

事業の適正化及び活性化に関する特別措置法（平成２１年法律第６４号。 の適正化及び活性化に関する特別措置法（平成２１年法律第６４号。以下

以下「法」という。）の規定に基づき、京葉交通圏（以下「特定地域」と 「法」という。）の規定に基づき、京葉交通圏（以下「準特定地域」とい

いう。）の関係者の合意に基づいて、当該特定地域の一般乗用旅客自動車 う。）の関係者の自主的な取組を中心として、当該準特定地域の一般乗

運送事業（以下「タクシー事業」という。）の適正化及び活性化を推進す 用旅客自動車運送事業（以下「タクシー事業」という。）の適正化及び活

ることにより、一般乗用旅客自動車運送（以下「タクシー」という。） 性化を推進することにより、一般乗用旅客自動車運送（以下「タクシー」

が、地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにするために必要 という。）が、地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにする

となる特定地域計画の作成等を行うために設置するものとする。 ために必要となる準特定地域計画の作成等を行うために設置するものとす

る。

（定 義） （定 義）

第２条 この要綱において「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者 第２条 この要綱において「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者

をいう。 をいう。

２ この要綱において「タクシー車両」とは、タクシー事業の事業用自動車 ２ この要綱において「タクシー車両」とは、タクシー事業の事業用自動車

であって、一般タクシー及びその他ハイヤーをいう。 をいう。

３ この要綱において「タクシー事業者等」とは、タクシー事業者及びタク ３ この要綱において「タクシー事業者等」とは、タクシー事業者及びタク

シー事業者の組織する団体をいう。 シー事業者の組織する団体をいう。

４ この要綱において「労働組合等」とは、タクシー車両の運転者の組織す ４ この要綱において「労働組合等」とは、タクシー車両の運転者の組織す

る団体をいう。 る団体をいう。
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５ この要綱において「地域住民」とは、タクシーを利用する地域住民に身 ５ この要綱において「地域住民」とは、タクシーを利用する地域住民に身

近な団体又は組織の代表者をいう。 近な団体又は組織の代表者をいう。

（実施事項） （実施事項）

第３条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。 第３条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。

（１）特定地域計画の作成 （１）準特定地域計画の作成

（２）次に掲げる特定地域計画の実施に係る連絡調整 （２）次に掲げる準特定地域計画の実施に係る連絡調整

① 特定地域計画に定められた事業の円滑な実施のために必要な場合にお ① 準特定地域計画に定められた事業の円滑な実施のために必要な場合にお

ける当該事業の関係者の招集 ける当該事業の関係者の招集

② 特定地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対す ② 準特定地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対す

る必要な協力の要請 る必要な協力の要請

③ ①②に掲げるもののほか、協議会が必要と認める特定地域計画の実施に ③ ①②に掲げるもののほか、協議会が必要と認める準特定地域計画の実施

係る連絡調整 に係る連絡調整

（３）特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な （３）準特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な

次に掲げる事項の協議 次に掲げる事項の協議

① 協議会の運営方法 ① 協議会の運営方法

② ①に掲げるもののほか、協議会の運営等に必要と認める事項 ② ①に掲げるもののほか、協議会の運営等に必要と認める事項

（協議会の構成員） （協議会の構成員）

第４条 協議会の構成員は、次の区分にそれぞれ掲げる者とし、任期は平成３１ 第４条 協議会の構成員は、次の区分にそれぞれ掲げる者とし、任期は平成２９

年６月３０日までとする。 年１月２６日までとする。

（注） （１）～（４）は、法第８条第１項に規定する構成員、（５）～ （注） （１）～（４）は、法第８条第１項に規定する構成員、（５）～

（７）は、同第２項に規定する構成員。 （７）は、同第２項に規定する構成員。

（１）関係地方公共団体の長又はその指名する者 （１）関係地方公共団体の長又はその指名する者

（２）タクシー事業者等 （２）タクシー事業者等

（３）労働組合等 （３）労働組合等

（４）地域住民 （４）地域住民

（５）学識経験者 （５）学識経験者

榛澤 芳雄（日本大学 名誉教授） 榛澤 芳雄（日本大学 名誉教授）

（６）その他タクシー事業の適正化及び活性化に資する他の事業を営む者 （６）その他タクシー事業の適正化及び活性化に資する他の事業を営む者

東日本旅客鉄道株式会社千葉支社総務部企画室長 東日本旅客鉄道株式会社千葉支社総務部企画室長

（７）その他協議会が必要と認める者 （７）その他協議会が必要と認める者

① 千葉県警察本部交通部交通指導課長 ① 千葉県警察本部交通部交通指導課長

② 千葉県警察本部交通部交通規制課長 ② 千葉県警察本部交通部交通規制課長

③ 千葉労働局労働基準部監督課長 ③ 千葉労働局労働基準部監督課長

④ 千葉県タクシー運転者登録センター所長 ④ 千葉県タクシー運転者登録センター所長

２ 協議会は、前項の（１）～（４）の区分に掲げる者が任意に加入し、又は脱 ２ 協議会は、前項の（１）～（４）の区分に掲げる者が任意に加入し、又は脱
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退することができるものとし、かつ、前項の（５）～（７）の区分に掲げる者 退することができるものとし、かつ、前項の（５）～（７）の区分に掲げる者

が任意に脱退できるものとする。 が任意に脱退できるものとする。

３ 協議会への加入又は協議会から脱退しようとする者は事務局長に申し出をす ３ 協議会への加入又は協議会から脱退しようとする者は事務局長に申し出をす

るものとする。 るものとする。

ただし、第５条第１４項の規定に基づき協議会の開催の公表があった場合に ただし、第５条第１３項の規定に基づき協議会の開催の公表があった場合に

は、協議会の開催日の３０日前までに申し出があった者について、当該協議会 は、協議会の開催日の３０日前までに申し出があった者について、当該協議会

に構成員として参画できるものとする。 に構成員として参画できるものとする。

４ 協議会の構成員の把握は事務局長が行うものとし、協議会の場において一覧 ４ 協議会の構成員の把握は事務局長が行うものとし、協議会の場において一覧

形式等により示すものとする。 形式等により示すものとする。

（協議会の運営） （協議会の運営）

第５条 協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。 第５条 協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。

２ 会長は、協議会を代表し、協議の場を総括する。 ２ 会長は、協議会を代表し、協議の場を総括する。

３ 会長の任期は平成３１年６月３０日までとする。 ３ 会長の任期は平成２９年１月２６日までとする。

４ 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を ４ 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を

代理する。 代理する。

５ 協議会には事務局を設置する。 ５ 協議会には事務局を設置する。

６ 事務局に事務局長をおく。事務局長は会長が指名し、協議会に報告す ６ 事務局に事務局長をおく。事務局長は会長が指名し、協議会に報告す

る。 る。

７ 事務局長は、協議会の運営に関する事務を総括する。 ７ 事務局長は、協議会の運営に関する事務を総括する。

８ 事務局長の任期は平成３１年６月３０日までとする。 ８ 事務局長の任期は平成２９年１月２６日までとする。

９ 各区分毎の構成員の発言時間の配分は、協議会の開催予定時間の１５％ ９ 各区分毎の構成員の発言時間の配分は、協議会の開催予定時間の１５％

を上限として会長が割り振るものとする。 を上限として会長が割り振るものとする。

10 協議会は、協議会の構成員の過半数の出席がなければ成立しないものと 10 協議会は、協議会の構成員の過半数の出席がなければ成立しないものと

する。 する。

また、必要に応じて代理出席を認めることができるものとする。 また、必要に応じて代理出席を認めることができるものとする。

11 協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め 11 協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め

るとおりとする。 るとおりとする。

（１）会長の選出を議決する場合 （１）会長の選出を議決する場合

第４条第１項（２）及び（３）に掲げる構成員はその区分毎に１個 第４条第１項（２）及び（３）に掲げる構成員はその区分毎に１個

の議決権を、その他の構成員については各自１個の議決権を与えるも の議決権を、その他の構成員については各自１個の議決権を与えるも

のとし、議決権の過半数に当たる多数をもって行う。 のとし、議決権の過半数に当たる多数をもって行う。

（２）設置要綱の変更を議決する場合 （２）設置要綱の変更を議決する場合

次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

① 協議会の構成員である地方公共団体の長又はその指名する者が全 ① 協議会の構成員である地方公共団体の長が全て合意すること。

て合意すること。

② 設置要綱の変更について合意するタクシー事業者の特定地域内の ② 設置要綱の変更について合意するタクシー事業者が準特定地域内
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営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員で の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員

あるタクシー事業者の当該特定地域内の営業所に配置するタクシー であるタクシー事業者が当該準特定地域内の営業所に配置するタク

車両の台数の合計の過半数であること。 シー車両の台数の合計の過半数であること。

③ 設置要綱の変更について合意するタクシー協会等の構成員となっ ③ 設置要綱の変更について合意するタクシー協会等の構成員となっ

ているタクシー事業者の特定地域内の営業所に配置するタクシー車 ているタクシー事業者が準特定地域内の営業所に配置するタクシー

両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー協会等の構成員 車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー協会等の構成

となっているタクシー事業者の当該特定地域内の営業所に配置する 員となっているタクシー事業者が当該準特定地域内の営業所に配置

タクシー車両の台数の合計の過半数であること。 するタクシー車両の台数の合計の過半数であること。

④ 労働組合等として参加している構成員の過半数が合意すること。 ④ 労働組合等として参加している構成員の過半数が合意すること。

⑤ 地域住民として参加している構成員の過半数が合意すること。 ⑤ 地域住民として参加している構成員の過半数が合意すること。

⑥ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意する ⑥ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意する

こと。 こと。

（３）特定地域計画の作成及び変更を議決する場合 （３）準特定地域計画の作成及び変更を議決する場合

次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

① （２）①及び③から⑤までに掲げる要件を満たしていること。 ① （２）①及び③から⑤までに掲げる要件を満たしていること。

② 特定地域計画の作成に合意するタクシー事業者の特定地域内の営 ② 準特定地域計画に合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業

業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、当該特定地域内の営 所に配置するタクシー車両の台数の合計が、当該準特定地域内の営

業所に配置されるタクシー車両の総台数の３分の２以上であるこ 業所に配置されるタクシー車両の総台数の過半数であること。

と。

③ タクシー事業者の区分ごとに、合意するタクシー事業者の特定地

域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、当該特定地

域内の営業所に配置されるタクシー車両の総台数の過半数であるこ

と。

④ 協議会の構成員である関係行政機関が全て合意すること。 ③ 協議会の構成員である関係行政機関が全て合意すること。

⑤ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関を除 ④ 法第８条第２項各号に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関

く。）の過半数が合意すること。 を除く。）の過半数が合意すること。

⑥ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員のうち特定地域計画 ⑤ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員のうち準特定地域計

に定められた事業の実施主体とされたものが合意すること。 画に定められた事業の実施主体とされたものが合意すること。

（４）（１）から（３）まで以外の議決を行う場合 （４）（１）から（３）まで以外の議決を行う場合

次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

① 会長及び事務局長が合意すること。 ① 会長及び事務局長が合意すること。

② 合意するタクシー事業者の特定地域内の営業所に配置するタクシ ② 合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業所に配置するタク

ー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者の当 シー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者が

該特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半 当該準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の

数であること。 過半数であること。

③ ①及び②以外の構成員において、第４条第１項（３）に掲げる構 ③ ①及び②以外の構成員において、第４条第１項（３）に掲げる構

成員はその区分毎に１個の議決権を、その他の構成員については、 成員はその区分毎に１個の議決権を、その他の構成員については、
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各自１個の議決権を与えるものとし、過半数が合意すること。 各自１個の議決権を与えるものとし、過半数が合意すること。

12 前項（３）③に掲げるタクシー事業者の区分は、次のとおりとする。

（１） 大規模事業者 特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の合

計が９０両以上

（２） 中規模事業者 特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の合

計が４５両以上、８９両以下

（３） 小規模事業者 特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の合

計が４４両以下

（４） 個人タクシー事業者

13 協議会は、特定地域計画作成後も定期的に開催することとする。また、 12 協議会は、準特定地域計画作成後も定期的に開催することとする。ま

会長は、必要に応じて、協議会を開催することができるものとし、協議会 た、会長は、必要に応じて、協議会を開催することができるものとし、協

の構成員は、会長に対して協議会の開催を要求することができるものとす 議会の構成員は、会長に対して協議会の開催を要求することができるもの

るが、協議会開催の是非は会長が決めるものとする。 とするが、協議会開催の是非は会長が決めるものとする。

14 会長は、協議会を開催するに当たり、原則として協議会開催日の４５日 13 会長は、協議会を開催するに当たり、原則として協議会開催日の４５日

前までにその旨を公表するものとする。 前までにその旨を公表するものとする。

15 協議会は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協 14 協議会は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協

議の概要、議決事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えるこ 議の概要、議決事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えるこ

とができる。 とができる。

16 会長は、公定幅運賃に係る意見聴取に関する意見書の提出について、や 15 会長は、次に掲げる事項に限り、やむを得ない事由により協議会を開催

むを得ない事由により協議会を開催する余裕がない場合においては、事案 する余裕のない場合においては、事案の概要を記載した書面を構成員に送

の概要を記載した書面を構成員に送付し、その意見の聴取及び賛否を確認 付し、その意見の聴取及び賛否を確認し、その結果をもって協議会の決議

し、その結果をもって協議会の決議に代えることができる。 に代えることができる。

なお、本規定に基づく取扱いを行う場合にあっては、第４条第３項中の「 なお、本規定に基づく取扱いを行う場合にあっては、第４条第３項中の「

３０日前」とあるのは「３日前」とし、第５条第１４項中の「４５日前」 ３０日前」とあるのは「３日前」とし、第５条第１３項中の「４５日前」

とあるのは「１０日前」とする。 とあるのは「１０日前」とする。

（１） 新規許可、営業区域の設定又は増車に係る意見聴取に関する意見

書の提出の議決

（２） 公定幅運賃に係る意見聴取に関する意見書の提出の議決

（分科会） （分科会）

第６条 協議会の運営のため、協議会会長が必要と認めたときは、協議会の下に 第６条 協議会の運営のため、協議会会長が必要と認めたときは、協議会の下に

分科会を設置することができる。 分科会を設置することができる。

２ 分科会は、第３条の実施事項の内容に応じ、第４条の構成員のうちから ２ 分科会は、第３条の実施事項の内容に応じ、第４条の構成員のうちから

協議会会長が必要と認めた者で構成する。 協議会会長が必要と認めた者で構成する。

３ 分科会には、会長をおき、分科会会長は、協議会会長が指名する。 ３ 分科会には、会長をおき、分科会会長は、協議会会長が指名する。

４ 分科会で検討した内容は、協議会へ報告するものとする。 ４ 分科会で検討した内容は、協議会へ報告するものとする。

５ その他分科会の運営に関して必要な事項は、分科会会長が協議会会長と ５ その他分科会の運営に関して必要な事項は、分科会会長が協議会会長と
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協議し定めるものとする。 協議し定めるものとする。

６ 分科会は、非公開とする。

（その他） （その他）

第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会 第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会

長が協議会に諮り定める。 長が協議会に諮り定める。
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（案）

東葛地区タクシー事業適正化・活性化協議会設置要綱（新旧対照表）

改 正 現 行

東葛地区タクシー事業適正化・活性化特定地域協議会設置要綱 東葛地区タクシー事業適正化・活性化協議会設置要綱

制定 平成２１年１０月２８日 制定 平成２１年１０月２８日

一部改正 平成２１年１２月１６日 一部改正 平成２１年１２月１６日

一部改正 平成２４年１１月３０日 一部改正 平成２４年１１月３０日

一部改正 平成２６年 １月２４日 一部改正 平成２６年 １月２４日

一部改正 平成２６年 ２月２０日 一部改正 平成２６年 ２月２０日

一部改正 平成２７年 ４月１０日 一部改正 平成２７年 ４月１０日

一部改正 平成２７年 ７月１５日 一部改正 平成２７年 ７月１５日

一部改正 平成○○年○○月○○日

（目 的） （目 的）

第１条 東葛地区タクシー事業適正化・活性化特定地域協議会（以下「協議会」 第１条 東葛地区タクシー事業適正化・活性化協議会（以下「協議会」とい

という。）は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送 う。）は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業

事業の適正化及び活性化に関する特別措置法（平成２１年法律第６４号。 の適正化及び活性化に関する特別措置法（平成２１年法律第６４号。以下

以下「法」という。）の規定に基づき、東葛交通圏（以下「特定地域」と 「法」という。）の規定に基づき、東葛交通圏（以下「準特定地域」とい

いう。）の関係者の合意に基づいて、当該特定地域の一般乗用旅客自動車 う。）の関係者の自主的な取組を中心として、当該準特定地域の一般乗

運送事業（以下「タクシー事業」という。）の適正化及び活性化を推進す 用旅客自動車運送事業（以下「タクシー事業」という。）の適正化及び活

ることにより、一般乗用旅客自動車運送（以下「タクシー」という。） 性化を推進することにより、一般乗用旅客自動車運送（以下「タクシー」

が、地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにするために必要 という。）が、地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにする

となる特定地域計画の作成等を行うために設置するものとする。 ために必要となる準特定地域計画の作成等を行うために設置するものとす

る。

（定 義） （定 義）

第２条 この要綱において「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者 第２条 この要綱において「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者

をいう。 をいう。

２ この要綱において「タクシー車両」とは、タクシー事業の事業用自動車 ２ この要綱において「タクシー車両」とは、タクシー事業の事業用自動車

であって、一般タクシー及びその他ハイヤーをいう。 をいう。

３ この要綱において「タクシー事業者等」とは、タクシー事業者及びタク ３ この要綱において「タクシー事業者等」とは、タクシー事業者及びタク

シー事業者の組織する団体をいう。 シー事業者の組織する団体をいう。

４ この要綱において「労働組合等」とは、タクシー車両の運転者の組織す ４ この要綱において「労働組合等」とは、タクシー車両の運転者の組織す

る団体をいう。 る団体をいう。
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５ この要綱において「地域住民」とは、タクシーを利用する地域住民に身 ５ この要綱において「地域住民」とは、タクシーを利用する地域住民に身

近な団体又は組織の代表者をいう。 近な団体又は組織の代表者をいう。

（実施事項） （実施事項）

第３条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。 第３条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。

（１）特定地域計画の作成 （１）準特定地域計画の作成

（２）次に掲げる特定地域計画の実施に係る連絡調整 （２）次に掲げる準特定地域計画の実施に係る連絡調整

① 特定地域計画に定められた事業の円滑な実施のために必要な場合にお ① 準特定地域計画に定められた事業の円滑な実施のために必要な場合にお

ける当該事業の関係者の招集 ける当該事業の関係者の招集

② 特定地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対す ② 準特定地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対す

る必要な協力の要請 る必要な協力の要請

③ ①②に掲げるもののほか、協議会が必要と認める特定地域計画の実施に ③ ①②に掲げるもののほか、協議会が必要と認める準特定地域計画の実施

係る連絡調整 に係る連絡調整

（３）特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な （３）準特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な

次に掲げる事項の協議 次に掲げる事項の協議

① 協議会の運営方法 ① 協議会の運営方法

② ①に掲げるもののほか、協議会の運営等に必要と認める事項 ② ①に掲げるもののほか、協議会の運営等に必要と認める事項

（協議会の構成員） （協議会の構成員）

第４条 協議会の構成員は、次の区分にそれぞれ掲げる者とし、任期は平成３１ 第４条 協議会の構成員は、次の区分にそれぞれ掲げる者とし、任期は平成２９

年６月３０日までとする。 年１月２６日までとする。

（注） （１）～（４）は、法第８条第１項に規定する構成員、（５）～ （注） （１）～（４）は、法第８条第１項に規定する構成員、（５）～

（７）は、同第２項に規定する構成員。 （７）は、同第２項に規定する構成員。

（１）関係地方公共団体の長又はその指名する者 （１）関係地方公共団体の長又はその指名する者

（２）タクシー事業者等 （２）タクシー事業者等

（３）労働組合等 （３）労働組合等

（４）地域住民 （４）地域住民

（５）学識経験者 （５）学識経験者

榛澤 芳雄（日本大学 名誉教授） 榛澤 芳雄（日本大学 名誉教授）

（６）その他タクシー事業の適正化及び活性化に資する他の事業を営む者 （６）その他タクシー事業の適正化及び活性化に資する他の事業を営む者

東日本旅客鉄道株式会社千葉支社総務部企画室長 東日本旅客鉄道株式会社千葉支社総務部企画室長

（７）その他協議会が必要と認める者 （７）その他協議会が必要と認める者

① 千葉県警察本部交通部交通指導課長 ① 千葉県警察本部交通部交通指導課長

② 千葉県警察本部交通部交通規制課長 ② 千葉県警察本部交通部交通規制課長

③ 千葉労働局労働基準部監督課長 ③ 千葉労働局労働基準部監督課長

④ 千葉県タクシー運転者登録センター所長 ④ 千葉県タクシー運転者登録センター所長

２ 協議会は、前項の（１）～（４）の区分に掲げる者が任意に加入し、又は脱 ２ 協議会は、前項の（１）～（４）の区分に掲げる者が任意に加入し、又は脱
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退することができるものとし、かつ、前項の（５）～（７）の区分に掲げる者 退することができるものとし、かつ、前項の（５）～（７）の区分に掲げる者

が任意に脱退できるものとする。 が任意に脱退できるものとする。

３ 協議会への加入又は協議会から脱退しようとする者は事務局長に申し出をす ３ 協議会への加入又は協議会から脱退しようとする者は事務局長に申し出をす

るものとする。 るものとする。

ただし、第５条第１４項の規定に基づき協議会の開催の公表があった場合に ただし、第５条第１３項の規定に基づき協議会の開催の公表があった場合に

は、協議会の開催日の３０日前までに申し出があった者について、当該協議会 は、協議会の開催日の３０日前までに申し出があった者について、当該協議会

に構成員として参画できるものとする。 に構成員として参画できるものとする。

４ 協議会の構成員の把握は事務局長が行うものとし、協議会の場において一覧 ４ 協議会の構成員の把握は事務局長が行うものとし、協議会の場において一覧

形式等により示すものとする。 形式等により示すものとする。

（協議会の運営） （協議会の運営）

第５条 協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。 第５条 協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。

２ 会長は、協議会を代表し、協議の場を総括する。 ２ 会長は、協議会を代表し、協議の場を総括する。

３ 会長の任期は平成３１年６月３０日までとする。 ３ 会長の任期は平成２９年１月２６日までとする。

４ 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を ４ 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を

代理する。 代理する。

５ 協議会には事務局を設置する。 ５ 協議会には事務局を設置する。

６ 事務局に事務局長をおく。事務局長は会長が指名し、協議会に報告す ６ 事務局に事務局長をおく。事務局長は会長が指名し、協議会に報告す

る。 る。

７ 事務局長は、協議会の運営に関する事務を総括する。 ７ 事務局長は、協議会の運営に関する事務を総括する。

８ 事務局長の任期は平成３１年６月３０日までとする。 ８ 事務局長の任期は平成２９年１月２６日までとする。

９ 各区分毎の構成員の発言時間の配分は、協議会の開催予定時間の１５％ ９ 各区分毎の構成員の発言時間の配分は、協議会の開催予定時間の１５％

を上限として会長が割り振るものとする。 を上限として会長が割り振るものとする。

10 協議会は、協議会の構成員の過半数の出席がなければ成立しないものと 10 協議会は、協議会の構成員の過半数の出席がなければ成立しないものと

する。 する。

また、必要に応じて代理出席を認めることができるものとする。 また、必要に応じて代理出席を認めることができるものとする。

11 協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め 11 協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め

るとおりとする。 るとおりとする。

（１）会長の選出を議決する場合 （１）会長の選出を議決する場合

第４条第１項（２）及び（３）に掲げる構成員はその区分毎に１個 第４条第１項（２）及び（３）に掲げる構成員はその区分毎に１個

の議決権を、その他の構成員については各自１個の議決権を与えるも の議決権を、その他の構成員については各自１個の議決権を与えるも

のとし、議決権の過半数に当たる多数をもって行う。 のとし、議決権の過半数に当たる多数をもって行う。

（２）設置要綱の変更を議決する場合 （２）設置要綱の変更を議決する場合

次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

① 協議会の構成員である地方公共団体の長又はその指名する者が全 ① 協議会の構成員である地方公共団体の長が全て合意すること。

て合意すること。

② 設置要綱の変更について合意するタクシー事業者の特定地域内の ② 設置要綱の変更について合意するタクシー事業者が準特定地域内
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営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員で の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員

あるタクシー事業者の当該特定地域内の営業所に配置するタクシー であるタクシー事業者が当該準特定地域内の営業所に配置するタク

車両の台数の合計の過半数であること。 シー車両の台数の合計の過半数であること。

③ 設置要綱の変更について合意するタクシー協会等の構成員となっ ③ 設置要綱の変更について合意するタクシー協会等の構成員となっ

ているタクシー事業者の特定地域内の営業所に配置するタクシー車 ているタクシー事業者が準特定地域内の営業所に配置するタクシー

両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー協会等の構成員 車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー協会等の構成

となっているタクシー事業者の当該特定地域内の営業所に配置する 員となっているタクシー事業者が当該準特定地域内の営業所に配置

タクシー車両の台数の合計の過半数であること。 するタクシー車両の台数の合計の過半数であること。

④ 労働組合等として参加している構成員の過半数が合意すること。 ④ 労働組合等として参加している構成員の過半数が合意すること。

⑤ 地域住民として参加している構成員の過半数が合意すること。 ⑤ 地域住民として参加している構成員の過半数が合意すること。

⑥ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意する ⑥ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意する

こと。 こと。

（３）特定地域計画の作成及び変更を議決する場合 （３）準特定地域計画の作成及び変更を議決する場合

次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

① （２）①及び③から⑤までに掲げる要件を満たしていること。 ① （２）①及び③から⑤までに掲げる要件を満たしていること。

② 特定地域計画の作成に合意するタクシー事業者の特定地域内の営 ② 準特定地域計画に合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業

業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、当該特定地域内の営 所に配置するタクシー車両の台数の合計が、当該準特定地域内の営

業所に配置されるタクシー車両の総台数の３分の２以上であるこ 業所に配置されるタクシー車両の総台数の過半数であること。

と。

③ タクシー事業者の区分ごとに、合意するタクシー事業者の特定地

域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、当該特定地

域内の営業所に配置されるタクシー車両の総台数の過半数であるこ

と。

④ 協議会の構成員である関係行政機関が全て合意すること。 ③ 協議会の構成員である関係行政機関が全て合意すること。

⑤ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関を除 ④ 法第８条第２項各号に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関

く。）の過半数が合意すること。 を除く。）の過半数が合意すること。

⑥ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員のうち特定地域計画 ⑤ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員のうち準特定地域計

に定められた事業の実施主体とされたものが合意すること。 画に定められた事業の実施主体とされたものが合意すること。

（４）（１）から（３）まで以外の議決を行う場合 （４）（１）から（３）まで以外の議決を行う場合

次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

① 会長及び事務局長が合意すること。 ① 会長及び事務局長が合意すること。

② 合意するタクシー事業者の特定地域内の営業所に配置するタクシ ② 合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業所に配置するタク

ー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者の当 シー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者が

該特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半 当該準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の

数であること。 過半数であること。

③ ①及び②以外の構成員において、第４条第１項（３）に掲げる構 ③ ①及び②以外の構成員において、第４条第１項（３）に掲げる構

成員はその区分毎に１個の議決権を、その他の構成員については、 成員はその区分毎に１個の議決権を、その他の構成員については、
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各自１個の議決権を与えるものとし、過半数が合意すること。 各自１個の議決権を与えるものとし、過半数が合意すること。

12 前項（３）③に掲げるタクシー事業者の区分は、次のとおりとする。

（１） 大規模事業者 特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の合

計が７１両以上

（２） 中規模事業者 特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の合

計が２６両以上、７０両以下

（３） 小規模事業者 特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の合

計が２５両以下

（４） 個人タクシー事業者

13 協議会は、特定地域計画作成後も定期的に開催することとする。また、 12 協議会は、準特定地域計画作成後も定期的に開催することとする。ま

会長は、必要に応じて、協議会を開催することができるものとし、協議会 た、会長は、必要に応じて、協議会を開催することができるものとし、協

の構成員は、会長に対して協議会の開催を要求することができるものとす 議会の構成員は、会長に対して協議会の開催を要求することができるもの

るが、協議会開催の是非は会長が決めるものとする。 とするが、協議会開催の是非は会長が決めるものとする。

14 会長は、協議会を開催するに当たり、原則として協議会開催日の４５日 13 会長は、協議会を開催するに当たり、原則として協議会開催日の４５日

前までにその旨を公表するものとする。 前までにその旨を公表するものとする。

15 協議会は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協 14 協議会は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協

議の概要、議決事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えるこ 議の概要、議決事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えるこ

とができる。 とができる。

16 会長は、公定幅運賃に係る意見聴取に関する意見書の提出について、や 15 会長は、次に掲げる事項に限り、やむを得ない事由により協議会を開催

むを得ない事由により協議会を開催する余裕がない場合においては、事案 する余裕のない場合においては、事案の概要を記載した書面を構成員に送

の概要を記載した書面を構成員に送付し、その意見の聴取及び賛否を確認 付し、その意見の聴取及び賛否を確認し、その結果をもって協議会の決議

し、その結果をもって協議会の決議に代えることができる。 に代えることができる。

なお、本規定に基づく取扱いを行う場合にあっては、第４条第３項中の「 なお、本規定に基づく取扱いを行う場合にあっては、第４条第３項中の「

３０日前」とあるのは「３日前」とし、第５条第１４項中の「４５日前」 ３０日前」とあるのは「３日前」とし、第５条第１３項中の「４５日前」

とあるのは「１０日前」とする。 とあるのは「１０日前」とする。

（１） 新規許可、営業区域の設定又は増車に係る意見聴取に関する意見

書の提出の議決

（２） 公定幅運賃に係る意見聴取に関する意見書の提出の議決

（分科会） （分科会）

第６条 協議会の運営のため、協議会会長が必要と認めたときは、協議会の下に 第６条 協議会の運営のため、協議会会長が必要と認めたときは、協議会の下に

分科会を設置することができる。 分科会を設置することができる。

２ 分科会は、第３条の実施事項の内容に応じ、第４条の構成員のうちから ２ 分科会は、第３条の実施事項の内容に応じ、第４条の構成員のうちから

協議会会長が必要と認めた者で構成する。 協議会会長が必要と認めた者で構成する。

３ 分科会には、会長をおき、分科会会長は、協議会会長が指名する。 ３ 分科会には、会長をおき、分科会会長は、協議会会長が指名する。

４ 分科会で検討した内容は、協議会へ報告するものとする。 ４ 分科会で検討した内容は、協議会へ報告するものとする。

５ その他分科会の運営に関して必要な事項は、分科会会長が協議会会長と ５ その他分科会の運営に関して必要な事項は、分科会会長が協議会会長と
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協議し定めるものとする。 協議し定めるものとする。

６ 分科会は、非公開とする。

（その他） （その他）

第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会 第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会

長が協議会に諮り定める。 長が協議会に諮り定める。
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（案）

千葉地区タクシー事業適正化・活性化協議会設置要綱（新旧対照表）

改 正 現 行

千葉地区タクシー事業適正化・活性化特定地域協議会設置要綱 千葉地区タクシー事業適正化・活性化協議会設置要綱

制定 平成２１年１０月２８日 制定 平成２１年１０月２８日

一部改正 平成２１年１２月１６日 一部改正 平成２１年１２月１６日

一部改正 平成２４年１１月３０日 一部改正 平成２４年１１月３０日

一部改正 平成２６年 １月２４日 一部改正 平成２６年 １月２４日

一部改正 平成２６年 ２月２０日 一部改正 平成２６年 ２月２０日

一部改正 平成２７年 ４月１０日 一部改正 平成２７年 ４月１０日

一部改正 平成２７年 ７月１５日 一部改正 平成２７年 ７月１５日

一部改正 平成○○年○○月○○日

（目 的） （目 的）

第１条 千葉地区タクシー事業適正化・活性化特定地域協議会（以下「協議会」 第１条 千葉地区タクシー事業適正化・活性化協議会（以下「協議会」とい

という。）は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送 う。）は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業

事業の適正化及び活性化に関する特別措置法（平成２１年法律第６４号。 の適正化及び活性化に関する特別措置法（平成２１年法律第６４号。以下

以下「法」という。）の規定に基づき、千葉交通圏（以下「特定地域」と 「法」という。）の規定に基づき、千葉交通圏（以下「準特定地域」とい

いう。）の関係者の合意に基づいて、当該特定地域の一般乗用旅客自動車 う。）の関係者の自主的な取組を中心として、当該準特定地域の一般乗

運送事業（以下「タクシー事業」という。）の適正化及び活性化を推進す 用旅客自動車運送事業（以下「タクシー事業」という。）の適正化及び活

ることにより、一般乗用旅客自動車運送（以下「タクシー」という。） 性化を推進することにより、一般乗用旅客自動車運送（以下「タクシー」

が、地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにするために必要 という。）が、地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにする

となる特定地域計画の作成等を行うために設置するものとする。 ために必要となる準特定地域計画の作成等を行うために設置するものとす

る。

（定 義） （定 義）

第２条 この要綱において「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者 第２条 この要綱において「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者

をいう。 をいう。

２ この要綱において「タクシー車両」とは、タクシー事業の事業用自動車 ２ この要綱において「タクシー車両」とは、タクシー事業の事業用自動車

であって、一般タクシー及びその他ハイヤーをいう。 をいう。

３ この要綱において「タクシー事業者等」とは、タクシー事業者及びタク ３ この要綱において「タクシー事業者等」とは、タクシー事業者及びタク

シー事業者の組織する団体をいう。 シー事業者の組織する団体をいう。

４ この要綱において「労働組合等」とは、タクシー車両の運転者の組織す ４ この要綱において「労働組合等」とは、タクシー車両の運転者の組織す

る団体をいう。 る団体をいう。

chiba1-k55so
四角形


chiba1-k55so
テキストボックス
資料３-３



- 2 -

５ この要綱において「地域住民」とは、タクシーを利用する地域住民に身 ５ この要綱において「地域住民」とは、タクシーを利用する地域住民に身

近な団体又は組織の代表者をいう。 近な団体又は組織の代表者をいう。

（実施事項） （実施事項）

第３条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。 第３条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。

（１）特定地域計画の作成 （１）準特定地域計画の作成

（２）次に掲げる特定地域計画の実施に係る連絡調整 （２）次に掲げる準特定地域計画の実施に係る連絡調整

① 特定地域計画に定められた事業の円滑な実施のために必要な場合にお ① 準特定地域計画に定められた事業の円滑な実施のために必要な場合にお

ける当該事業の関係者の招集 ける当該事業の関係者の招集

② 特定地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対す ② 準特定地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対す

る必要な協力の要請 る必要な協力の要請

③ ①②に掲げるもののほか、協議会が必要と認める特定地域計画の実施に ③ ①②に掲げるもののほか、協議会が必要と認める準特定地域計画の実施

係る連絡調整 に係る連絡調整

（３）特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な （３）準特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な

次に掲げる事項の協議 次に掲げる事項の協議

① 協議会の運営方法 ① 協議会の運営方法

② ①に掲げるもののほか、協議会の運営等に必要と認める事項 ② ①に掲げるもののほか、協議会の運営等に必要と認める事項

（協議会の構成員） （協議会の構成員）

第４条 協議会の構成員は、次の区分にそれぞれ掲げる者とし、任期は平成３１ 第４条 協議会の構成員は、次の区分にそれぞれ掲げる者とし、任期は平成２９

年６月３０日までとする。 年１月２６日までとする。

（注） （１）～（４）は、法第８条第１項に規定する構成員、（５）～ （注） （１）～（４）は、法第８条第１項に規定する構成員、（５）～

（７）は、同第２項に規定する構成員。 （７）は、同第２項に規定する構成員。

（１）関係地方公共団体の長又はその指名する者 （１）関係地方公共団体の長又はその指名する者

（２）タクシー事業者等 （２）タクシー事業者等

（３）労働組合等 （３）労働組合等

（４）地域住民 （４）地域住民

（５）学識経験者 （５）学識経験者

榛澤 芳雄（日本大学 名誉教授） 榛澤 芳雄（日本大学 名誉教授）

（６）その他タクシー事業の適正化及び活性化に資する他の事業を営む者 （６）その他タクシー事業の適正化及び活性化に資する他の事業を営む者

東日本旅客鉄道株式会社千葉支社総務部企画室長 東日本旅客鉄道株式会社千葉支社総務部企画室長

（７）その他協議会が必要と認める者 （７）その他協議会が必要と認める者

① 千葉県警察本部交通部交通指導課長 ① 千葉県警察本部交通部交通指導課長

② 千葉県警察本部交通部交通規制課長 ② 千葉県警察本部交通部交通規制課長

③ 千葉労働局労働基準部監督課長 ③ 千葉労働局労働基準部監督課長

④ 千葉県タクシー運転者登録センター所長 ④ 千葉県タクシー運転者登録センター所長

２ 協議会は、前項の（１）～（４）の区分に掲げる者が任意に加入し、又は脱 ２ 協議会は、前項の（１）～（４）の区分に掲げる者が任意に加入し、又は脱
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退することができるものとし、かつ、前項の（５）～（７）の区分に掲げる者 退することができるものとし、かつ、前項の（５）～（７）の区分に掲げる者

が任意に脱退できるものとする。 が任意に脱退できるものとする。

３ 協議会への加入又は協議会から脱退しようとする者は事務局長に申し出をす ３ 協議会への加入又は協議会から脱退しようとする者は事務局長に申し出をす

るものとする。 るものとする。

ただし、第５条第１４項の規定に基づき協議会の開催の公表があった場合に ただし、第５条第１３項の規定に基づき協議会の開催の公表があった場合に

は、協議会の開催日の３０日前までに申し出があった者について、当該協議会 は、協議会の開催日の３０日前までに申し出があった者について、当該協議会

に構成員として参画できるものとする。 に構成員として参画できるものとする。

４ 協議会の構成員の把握は事務局長が行うものとし、協議会の場において一覧 ４ 協議会の構成員の把握は事務局長が行うものとし、協議会の場において一覧

形式等により示すものとする。 形式等により示すものとする。

（協議会の運営） （協議会の運営）

第５条 協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。 第５条 協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。

２ 会長は、協議会を代表し、協議の場を総括する。 ２ 会長は、協議会を代表し、協議の場を総括する。

３ 会長の任期は平成３１年６月３０日までとする。 ３ 会長の任期は平成２９年１月２６日までとする。

４ 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を ４ 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を

代理する。 代理する。

５ 協議会には事務局を設置する。 ５ 協議会には事務局を設置する。

６ 事務局に事務局長をおく。事務局長は会長が指名し、協議会に報告す ６ 事務局に事務局長をおく。事務局長は会長が指名し、協議会に報告す

る。 る。

７ 事務局長は、協議会の運営に関する事務を総括する。 ７ 事務局長は、協議会の運営に関する事務を総括する。

８ 事務局長の任期は平成３１年６月３０日までとする。 ８ 事務局長の任期は平成２９年１月２６日までとする。

９ 各区分毎の構成員の発言時間の配分は、協議会の開催予定時間の１５％ ９ 各区分毎の構成員の発言時間の配分は、協議会の開催予定時間の１５％

を上限として会長が割り振るものとする。 を上限として会長が割り振るものとする。

10 協議会は、協議会の構成員の過半数の出席がなければ成立しないものと 10 協議会は、協議会の構成員の過半数の出席がなければ成立しないものと

する。 する。

また、必要に応じて代理出席を認めることができるものとする。 また、必要に応じて代理出席を認めることができるものとする。

11 協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め 11 協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め

るとおりとする。 るとおりとする。

（１）会長の選出を議決する場合 （１）会長の選出を議決する場合

第４条第１項（２）及び（３）に掲げる構成員はその区分毎に１個 第４条第１項（２）及び（３）に掲げる構成員はその区分毎に１個

の議決権を、その他の構成員については各自１個の議決権を与えるも の議決権を、その他の構成員については各自１個の議決権を与えるも

のとし、議決権の過半数に当たる多数をもって行う。 のとし、議決権の過半数に当たる多数をもって行う。

（２）設置要綱の変更を議決する場合 （２）設置要綱の変更を議決する場合

次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

① 協議会の構成員である地方公共団体の長又はその指名する者が全 ① 協議会の構成員である地方公共団体の長が全て合意すること。

て合意すること。

② 設置要綱の変更について合意するタクシー事業者の特定地域内の ② 設置要綱の変更について合意するタクシー事業者が準特定地域内
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営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員で の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員

あるタクシー事業者の当該特定地域内の営業所に配置するタクシー であるタクシー事業者が当該準特定地域内の営業所に配置するタク

車両の台数の合計の過半数であること。 シー車両の台数の合計の過半数であること。

③ 設置要綱の変更について合意するタクシー協会等の構成員となっ ③ 設置要綱の変更について合意するタクシー協会等の構成員となっ

ているタクシー事業者の特定地域内の営業所に配置するタクシー車 ているタクシー事業者が準特定地域内の営業所に配置するタクシー

両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー協会等の構成員 車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー協会等の構成

となっているタクシー事業者の当該特定地域内の営業所に配置する 員となっているタクシー事業者が当該準特定地域内の営業所に配置

タクシー車両の台数の合計の過半数であること。 するタクシー車両の台数の合計の過半数であること。

④ 労働組合等として参加している構成員の過半数が合意すること。 ④ 労働組合等として参加している構成員の過半数が合意すること。

⑤ 地域住民として参加している構成員の過半数が合意すること。 ⑤ 地域住民として参加している構成員の過半数が合意すること。

⑥ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意する ⑥ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意する

こと。 こと。

（３）特定地域計画の作成及び変更を議決する場合 （３）準特定地域計画の作成及び変更を議決する場合

次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

① （２）①及び③から⑤までに掲げる要件を満たしていること。 ① （２）①及び③から⑤までに掲げる要件を満たしていること。

② 特定地域計画の作成に合意するタクシー事業者の特定地域内の営 ② 準特定地域計画に合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業

業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、当該特定地域内の営 所に配置するタクシー車両の台数の合計が、当該準特定地域内の営

業所に配置されるタクシー車両の総台数の３分の２以上であるこ 業所に配置されるタクシー車両の総台数の過半数であること。

と。

③ タクシー事業者の区分ごとに、合意するタクシー事業者の特定地

域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、当該特定地

域内の営業所に配置されるタクシー車両の総台数の過半数であるこ

と。

④ 協議会の構成員である関係行政機関が全て合意すること。 ③ 協議会の構成員である関係行政機関が全て合意すること。

⑤ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関を除 ④ 法第８条第２項各号に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関

く。）の過半数が合意すること。 を除く。）の過半数が合意すること。

⑥ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員のうち特定地域計画 ⑤ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員のうち準特定地域計

に定められた事業の実施主体とされたものが合意すること。 画に定められた事業の実施主体とされたものが合意すること。

（４）（１）から（３）まで以外の議決を行う場合 （４）（１）から（３）まで以外の議決を行う場合

次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

① 会長及び事務局長が合意すること。 ① 会長及び事務局長が合意すること。

② 合意するタクシー事業者の特定地域内の営業所に配置するタクシ ② 合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業所に配置するタク

ー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者の当 シー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者が

該特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半 当該準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の

数であること。 過半数であること。

③ ①及び②以外の構成員において、第４条第１項（３）に掲げる構 ③ ①及び②以外の構成員において、第４条第１項（３）に掲げる構

成員はその区分毎に１個の議決権を、その他の構成員については、 成員はその区分毎に１個の議決権を、その他の構成員については、
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各自１個の議決権を与えるものとし、過半数が合意すること。 各自１個の議決権を与えるものとし、過半数が合意すること。

12 前項（３）③に掲げるタクシー事業者の区分は、次のとおりとする。

（１） 大規模事業者 特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の合

計が６１両以上

（２） 中規模事業者 特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の合

計が３１両以上、６０両以下

（３） 小規模事業者 特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の合

計が３０両以下

（４） 個人タクシー事業者

13 協議会は、特定地域計画作成後も定期的に開催することとする。また、 12 協議会は、準特定地域計画作成後も定期的に開催することとする。ま

会長は、必要に応じて、協議会を開催することができるものとし、協議会 た、会長は、必要に応じて、協議会を開催することができるものとし、協

の構成員は、会長に対して協議会の開催を要求することができるものとす 議会の構成員は、会長に対して協議会の開催を要求することができるもの

るが、協議会開催の是非は会長が決めるものとする。 とするが、協議会開催の是非は会長が決めるものとする。

14 会長は、協議会を開催するに当たり、原則として協議会開催日の４５日 13 会長は、協議会を開催するに当たり、原則として協議会開催日の４５日

前までにその旨を公表するものとする。 前までにその旨を公表するものとする。

15 協議会は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協 14 協議会は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協

議の概要、議決事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えるこ 議の概要、議決事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えるこ

とができる。 とができる。

16 会長は、公定幅運賃に係る意見聴取に関する意見書の提出について、や 15 会長は、次に掲げる事項に限り、やむを得ない事由により協議会を開催

むを得ない事由により協議会を開催する余裕がない場合においては、事案 する余裕のない場合においては、事案の概要を記載した書面を構成員に送

の概要を記載した書面を構成員に送付し、その意見の聴取及び賛否を確認 付し、その意見の聴取及び賛否を確認し、その結果をもって協議会の決議

し、その結果をもって協議会の決議に代えることができる。 に代えることができる。

なお、本規定に基づく取扱いを行う場合にあっては、第４条第３項中の「 なお、本規定に基づく取扱いを行う場合にあっては、第４条第３項中の「

３０日前」とあるのは「３日前」とし、第５条第１４項中の「４５日前」 ３０日前」とあるのは「３日前」とし、第５条第１３項中の「４５日前」

とあるのは「１０日前」とする。 とあるのは「１０日前」とする。

（１） 新規許可、営業区域の設定又は増車に係る意見聴取に関する意見

書の提出の議決

（２） 公定幅運賃に係る意見聴取に関する意見書の提出の議決

（分科会） （分科会）

第６条 協議会の運営のため、協議会会長が必要と認めたときは、協議会の下に 第６条 協議会の運営のため、協議会会長が必要と認めたときは、協議会の下に

分科会を設置することができる。 分科会を設置することができる。

２ 分科会は、第３条の実施事項の内容に応じ、第４条の構成員のうちから ２ 分科会は、第３条の実施事項の内容に応じ、第４条の構成員のうちから

協議会会長が必要と認めた者で構成する。 協議会会長が必要と認めた者で構成する。

３ 分科会には、会長をおき、分科会会長は、協議会会長が指名する。 ３ 分科会には、会長をおき、分科会会長は、協議会会長が指名する。

４ 分科会で検討した内容は、協議会へ報告するものとする。 ４ 分科会で検討した内容は、協議会へ報告するものとする。

５ その他分科会の運営に関して必要な事項は、分科会会長が協議会会長と ５ その他分科会の運営に関して必要な事項は、分科会会長が協議会会長と
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協議し定めるものとする。 協議し定めるものとする。

６ 分科会は、非公開とする。

（その他） （その他）

第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会 第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会

長が協議会に諮り定める。 長が協議会に諮り定める。



国自旅第４１１号

平成２６年 １月２４日

各 地 方 運 輸 局 長 殿

沖縄総合事務局長 殿

自 動 車 局 長

（ 公 印 省 略 ）

特定地域及び準特定地域の協議会に関する国土交通省としての考

え方について

特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等

の一部を改正する法律（平成25年法律第83号。以下「改正法」という。）の施行に伴い、特定

地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措

置法（平成21年法律第64号。以下「法」という。）第８条の規定により組織される特定地域及

び準特定地域の協議会について、その設置及び運営並びにそこでの合意が円滑に図れるよう（別

紙）のとおり「特定地域及び準特定地域の協議会の設置及び運営に関するガイドライン」を作

成したので、関係者とも連携を図りつつ、特定地域及び準特定地域の協議会の制度を活用して

一般乗用旅客自動車運送事業（法第２条第１項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業。以下

「タクシー事業」という。）の適正化及び活性化が効果的に推進されるよう遺漏なきを期され

たい。

また、当該ガイドラインでは、特定地域及び準特定地域の協議会の設置を円滑に促進する等

の観点から、（別添）のとおり「協議会設置要綱（モデル要綱）」を提示することとしたので、

特定地域及び準特定地域の協議会の運用の参考にされたい。

なお、本件については、一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会会長及び一般社団法人

全国個人タクシー協会会長あて、別添のとおり通知したので申し添える。
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（別紙）

特定地域及び準特定地域の協議会の設置及び運営に関するガイドライン

Ⅰ．準特定地域における協議会

１．協議会の目的

準特定地域の協議会（以下「準特定地域協議会」という。）は、準特定地域計画の作成、

当該準特定地域計画の実施に係る連絡調整、その他当該地域におけるタクシー事業の適

正化及び活性化を推進するに当たり必要となる事項の協議を行うために設置するものと

する。準特定地域協議会は、準特定地域において一般乗用旅客自動車運送（法第２条第

３項に規定する一般乗用旅客自動車運送。以下「タクシー」という。）が地域公共交通と

しての機能を十分に発揮できるようにすることは当然のこと、産業としての健全性、労

働者の生活の確保、地域社会への貢献等の視点も含め、タクシーがすべての関係者にと

って望ましい姿となるよう努めるものとする。

２．準特定地域協議会の設置及び運営

（１）準特定地域協議会は、１つの準特定地域につき、１つ設置するものとする。

（２）準特定地域協議会の設立に当たっては、原則として、法第８条第１項に掲げる者が

連携して設立準備会を立ち上げることとし、当該設立準備会が準特定地域協議会設立

の主導的な役割を担うものとする（準特定地域の指定が地方公共団体の長の要請によ

り行われた場合にあっては、当該地方公共団体の長は、積極的に設立準備会に参加す

ることが望ましい。）。

なお、法第３条の２第１項の規定により準特定地域の指定を受けた際現に、改正前

の特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措

置法（平成21年法律第64号、以下「旧法」という。）第３条第１項の規定により特定地

域に指定されていた地域にあっては、原則として、旧法第８条第１項の規定により組

織されている協議会（以下「旧協議会」という。）を設立準備会として活用するものと

する。

また、法第３条の２第１項の規定により準特定地域の指定を受けた際現に、法第８

条第３項の基準に適合する旧協議会にあっては、同条第１項の規定により組織された

協議会としてみなす。

（３）準特定地域協議会は、設立時に設置要綱を定めるものとし、当該設置要綱の原案は

設立準備会が作成するものとする。

なお、改正法附則第３条の規定によりみなされた協議会にあっては、設置要綱を見

直しするものとする。

（４）設立準備会は、準特定地域協議会の設立前に、準特定地域協議会を設立する期日と

ともに準特定地域協議会を設立する旨を公表するものとする。適切な公表手段を有す

る者が設立準備会の構成員となっていない場合は、地方運輸局長（沖縄総合事務局長

を含む。以下同じ。）へ準特定地域協議会を設立する旨を報告し、地方運輸局長により

公表するものとする。

なお、当該事項に限らず、協議会が公表を行うべき事項等については、同様の取扱

いをすることは差し支えないものとする。

（５）準特定地域協議会設立時の手続は次に掲げる順によるものとする。

① 法第８条第１項に掲げる者に該当する構成員による設置要綱の承認

② 準特定地域協議会の役員の選出
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③ ①②に掲げるもののほか、準特定地域協議会の運営に関して必要な事項の協議

（６）準特定地域協議会の会長は、準特定地域協議会の構成員の中から互選により選任す

るものとする。

なお、協議会の会長は、学識経験者をもって充てることを基本とし、協議会が別に

合意する場合は、その合意によることも差し支えない。

（７）準特定地域協議会には、必要に応じ、設置要綱に定めることによって、その運営の

事務に関して主導的な役割を担う事務局長その他の運営に必要な役員を置くことがで

きる。

（８）準特定地域協議会の役員の任期は、準特定地域協議会の設置要綱に定めることがで

きるものとする。

（９）準特定地域協議会は、準特定地域計画の作成後も、準特定地域に指定されている間

は定期的に開催するものとする。

（10）（９）に掲げるもののほか、会長は、必要に応じて、準特定地域協議会を開催するこ

とができるものとする。また、準特定地域協議会の構成員は、会長に対して協議会の

開催を要求できるものとするが、準特定協議会の開催の是非は会長が決めるものとす

る。

（11）準特定地域協議会を開催するに当たっては、原則として、開催予定日の45日前まで

にその旨を公表するものとする。

（12）準特定地域協議会は、原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、

協議の概要、議決事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができ

るものとする。

なお、委員の招集が困難である場合等にあっては、準特定地域協議会があらかじめ

定める方法により行う判断に基づき、全ての構成員からの意見聴取及び賛否の意向の

確認を行うこと並びに議事概要の作成及び公表を行うことを条件として、開催に代え

て書面の郵送又は持ち回りにより意見の聴取及び議決（以下に掲げるものに限る。）を

行うことができるものとし、当該手続を行う場合にあっては、Ⅰ．２．(11)の規定に

ついて「45日前」とあるのは「10日前」と、Ⅰ．４．（６）の規定について「30日前」

とあるのは「３日前」と読み替えるものとする。

① 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性

化に関する特別措置法施行規則（平成２１年国土交通省令第５８号。以下「施行規

則」という。）第10条の２第１項に規定する意見の提出に関する事項

② 施行規則第10条の６第１項に規定する意見の提出に関する事項

（13）準特定地域協議会における協議を円滑なものとするため、地方運輸局長は、準特定

地域協議会に対して、準特定地域におけるタクシー事業の現状、問題点等を提示する

ものとし、特に現状を説明する際には、当該準特定地域において適正と考えられる車

両数を示すものとする。

なお、地方運輸局長は、運営のために必要な支援を適時適切に行うものとする。

（14）準特定地域協議会において協議をするに当たっては、法第８条第１項及び第２項に

掲げる各区分ごとの構成員の意見を十分に斟酌することが重要であること、また、円

滑な協議の運営を確保する観点から、Ⅰ．４．（１）②及び③の区分に掲げる構成員と

それ以外の区分に掲げる構成員の割合が著しく不均衡とならないよう各区分ごとにお

ける構成員の発言のあり方等のルールを策定するものとする。

３．準特定地域協議会の協議を行うに当たっての具体的な指針

準特定地域協議会においては、次の（１）～（３）に掲げる事項について、それぞれ
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に定める事項に留意しつつ、具体的に実施するものとする。

（１）準特定地域計画の作成

準特定地域計画は、準特定地域における地域公共交通としてのタクシーのあり方に

関する基本的な方向性を示し、タクシー事業の適正化及び活性化に向けた地域の総合

的な取組を定めるものであり、準特定地域協議会は、準特定地域協議会の設置後直ち

に準特定地域計画の作成に着手するものとする。準特定地域計画の作成に当たっては、

基本方針に定められた準特定地域計画に関する事項に十分留意するものとする。

（２）準特定地域計画の実施に係る連絡調整

① 準特定地域協議会は、準特定地域計画に定められた事項の円滑な実施のために必

要な場合には、当該事業の関係者の連絡調整の場を設けるよう努めるものとする。

② 準特定地域協議会は、準特定地域計画の目標を達成するために必要があると認め

るときは、その議決を経て、当該準特定地域計画に定められた事業の実施主体とさ

れた者以外の者に対し、必要な協力を要請できるものとする。

（３）準特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化に関し必要な協議

準特定地域協議会は、地域の実情に応じて、当該準特定地域協議会の存する準特定

地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化に関し必要となる事項を協議するもの

とする。

４．準特定地域協議会の構成員

（１）法第８条第１項及び第２項に掲げる者は、それぞれ次に定めるとおりとする。

① 関係地方公共団体の長 準特定地域協議会が設置される準特定地域を管轄する地

方公共団体の長であって、地域公共交通としてのタクシーの役割・あり方等に関心

を持ち、タクシーを地域公共交通として積極的に活用していく意欲等を示した地方

公共団体の長

② 一般乗用旅客自動車運送事業者等 法第５条に規定する一般乗用旅客自動車運送

事業者等

③ 一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者の組織する団体 準特定地

域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者（法第２条第２項に規定する

一般乗用旅客自動車運送事業者。以下「タクシー事業」という。）が雇用するタク

シー事業の事業用自動車（法第２条第９項に規定する事業用自動車。以下「タクシ

ー車両」という。）の運転者（以下「タクシー運転者」という。）が組合員となって

いる労働組合等のタクシー運転者の組織する団体（以下「労働組合等」という。）

④ 地域住民 例えば自治会、商工会等のタクシーを利用する地域住民に身近な団体

又は組織の代表者（地域の実情に精通している地方公共団体が推薦する団体又は組

織の代表者が望ましい。）

⑤ 一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に資する他の事業を営む者 鉄

道事業者・一般乗合旅客自動車運送事業者等の他の公共交通事業者、ホテル等の宿

泊施設管理者等

⑥ 学識経験を有する者 大学教授等の学識経験者

⑦ その他協議会が必要と認める者 タクシー事業の適正化及び活性化を推進する上

で必要と認められる者（例えば、準特定地域協議会の協議事項に関係する行政機関

（特に、タクシー運転者の労働条件に関する取組について協議を行う場合には協議

会が設置される準特定地域を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署、タクシ

ー車両による交通問題に関する協議を行う場合には当該準特定地域を管轄する都道

府県公安委員会）及び観光協会等

- 4 -



（２）準特定地域協議会は、法第８条第１項に掲げる者が任意に加入し、又は脱退するこ

とができ、かつ、同条第２項により構成員として加えた者が任意に脱退することがで

きるものとする。

（３）法第８条第１項に掲げる者については、準特定地域において該当する者が存在しな

い場合を除き、必ず１者は準特定地域協議会に参加していなければならないものとす

る。

（４）準特定地域協議会の構成員については、地域の実情を踏まえて、準特定地域協議会

におけるタクシー事業の適正化及び活性化を効果的に推進するものとなるよう十分留

意するものとする。特に、タクシー運転者の労働条件に関する取組について協議を行

う場合には準特定地域協議会が設置される準特定地域を管轄する都道府県労働局又は

労働基準監督署、タクシー車両による交通問題に関する協議を行う場合には当該準特

定地域を管轄する都道府県公安委員会など、関係行政機関を積極的に構成員として加

えるものとする。

（５）準特定地域協議会設立後の準特定地域協議会の構成員の変更は、設置要綱の変更を

必要とせず、準特定地域協議会会長等（設置要綱に事務局長又は役員を定める場合に

おいては、事務局長又はその役員。以下同じ。）が把握するものとする。

（６）準特定地域協議会からの脱退又は準特定地域協議会協議会への加入をしようとする

者は、随時、特定地域協議会会長等に申し出るものとする。

ただし、Ⅰ．２．（11）に基づき協議会の開催の公表があった場合にあっては、協議

会開催予定日の30日前までに申し出があった者について、当該協議会の構成員として

参画できるものとする。

（７）原則として、準特定地域協議会の構成員となっているタクシー事業者は、自らの意

思により、自らが所属する団体（以下「タクシー協会等」という。）に準特定地域協議

会における議決権の行使を委任できるものとし、当該委任を受けたタクシー協会等が

タクシー事業者に代わって準特定地域協議会に参加できるものとする。

５．準特定地域協議会の合意形成

（１）設立準備会は、準特定地域協議会の設置要綱の原案を作成し、準特定地域協議会の

設立時に法第８条第１項に掲げる者に該当する構成員の承認を得るものとする。承認

の方法は、準特定地域協議会運営の公平性と準特定地域協議会の構成員の多様性を損

なわないことに留意する観点から以下の方法によるものとする。

① 関係地方公共団体の長が全て承認すること。

② 設置要綱を承認するタクシー事業者が準特定地域内の営業所に配置するタクシー

車両の台数の合計が、準特定地域協議会の構成員であるタクシー事業者が当該準特

定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数であること。

③ 設置要綱を承認するタクシー協会等の構成員となっているタクシー事業者が準特

定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、準特定地域協議会の構

成員であるタクシー協会等の構成員となっているタクシー事業者が当該準特定地域

内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数であること。

④ 労働組合等として参加している構成員の過半数が承認すること。

⑤ 地域住民として参加している構成員の過半数が承認すること。

（２）準特定地域協議会における議題ごとの議決方法は、準特定地域協議会の設置要綱に

定めるものとする。

（３）設置要綱の変更の方法は、当該設置要綱に定める方法によるものとする。

（４）設置要綱に定める準特定地域協議会の議決方法は、（１）を参考にしつつ、準特定地
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域協議会運営の公平性と準特定地域協議会の構成員の多様性を損なわないことに十分

留意するものとする。

（５）準特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化を効果的かつ円滑に推進する

ため、準特定地域協議会の議決は限りなく全会一致に近い形で行われることが望まし

く、そのための調整が積極的に行われるものとする。

（６）準特定地域計画の作成に当たっては、法第９条第４項の規定により、その作成に係

る合意をした準特定地域協議会の構成員であるタクシー事業者が準特定地域内の営業

所に配置するタクシー車両の台数の合計が、当該準特定地域内の営業所に配置される

タクシー車両の総台数の過半数であるものでなければならないことに留意するものと

する。

Ⅱ．特定地域における協議会

１．協議会の目的

特定地域の協議会（以下「特定地域協議会」という。）は、特定地域計画の作成、当該

特定地域計画の実施に係る連絡調整、その他当該地域におけるタクシー事業の適正化及

び活性化を推進するに当たり必要となる取組の協議を行うために設置するものとする。

特定地域協議会は、特定地域においてタクシーが地域公共交通としての機能を十分に発

揮できるようにすることは当然のこと、産業としての健全性、労働者の生活の確保、地

域社会への貢献等の視点も含め、タクシーがすべての関係者にとって望ましい姿となる

よう努めるものとする。

２．特定地域協議会の設置及び運営

（１）特定地域協議会は、１つの特定地域につき、１つ設置するものとする。

（２）当該地域が法第３条第１項の規定により特定地域に指定された時点をもって、準特

定地域協議会を法第８条第１項の規定により組織された特定地域協議会としてみなす。

（３）特定地域協議会は、準特定協議会において定めた設置要綱が特定地域協議会の設置

要綱として適正なものか見直しを行うものとし、見直しに当たっては、特に以下の点

に留意するものとする。

① 協議会における実施事項（協議事項の見直し）

② 協議会の運営（議決方法の見直し等）

（４）Ⅰ．２．（６）～（14）（（12）①を除く）までの規定について、「準特定地域協議会」

とあるのは「特定地域協議会」と、「準特定地域計画」とあるのは「特定地域計画」と、

「準特定地域」とあるのは、「特定地域」と読み替えて準用する。

３．特定地域協議会の協議を行うに当たっての具体的な指針

特定地域協議会においては、次の（１）～（２）に掲げる事項について、それぞれ次

に定める事項に留意しつつ、具体的に実施するものとする。

（１）特定地域計画の作成

特定地域計画は、特定地域における地域公共交通としてのタクシーのあり方に関す

る基本的な方向性を示し、タクシー事業の適正化及び活性化に向けた地域の総合的な

取組や供給輸送力の削減を定めるものであり、特定地域協議会は、特定地域協議会の

設置後直ちに特定地域計画の作成に着手するものとする。

なお、特定地域計画の作成に当たっては、基本方針に定められた特定地域計画に関

する事項に留意するものとし、特に、削減するべきタクシー事業の供給輸送力及びそ

の削減方法等の協議に当たっては、以下の点を十分に考慮するものとする。
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① 地域の実情に応じて協議会の合意により定める保有車両数ごとのタクシー事業者

の区分（大手事業者、中小事業者等）を設定し、当該区分や個人タクシー事業者の

カテゴリーに応じて、一律又は一律でない削減率による減車や営業方法の制限とな

るよう設定するものとする。

なお、一律でない削減率による減車や営業方法の制限の設定を行う場合にあって

は、（別添１）の例示を参考とするものとする。

② 各タクシー事業者が削減すべき供給輸送力の設定に当たっては、各タクシー事業

者における旧法の施行の日（平成21年10月１日）以降に実施した減車及び休車の実

績を勘案するものとする。

なお、特定地域協議会の判断において、旧法の施行の日以前に実施した減車の実

績を含め設定することも差し支えないものとする。

③ 減車による供給輸送力の削減の設定に当たっては、「準特定地域における一般乗用

旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進のために監督上必要となる措置等の

実施について（平成26年１月24日付け国自旅第406号）」Ⅱ．３．（１）②に定める

最低車両数を下回ることがないよう考慮するものとし、最低車両数を下回る場合に

おいては、営業方法の制限による供給輸送力の削減とするものとする。

④ 営業方法の制限による供給輸送力削減率の算定方法については、「特定地域及び準

特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措

置法に基づく営業方法の制限に関する取扱いについて（平成26年１月24日付け国自

旅第410号）」を参考として、定めるものとする。

なお、各タクシー事業者が削減すべき供給輸送力を協議する際においては、特定

の曜日等に偏ることにより、利用者利便を損なうことがないよう留意するものとす

る。

（２）Ⅰ．３．（２）及び（３）の規定について、「準特定地域計画」とあるのは「特定地

域計画」と、「準特定地域協議会」とあるのは「特定地域協議会」と、「準特定地域」

とあるのは「特定地域」と読み替えて準用する。

４．特定地域協議会の構成員

Ⅰ．４の規定について、「準特定地域協議会」とあるのは「特定地域協議会」と、「準

特定地域」とあるのは「特定地域」と読み替えて準用する。

５．特定地域協議会の合意形成

（１）特定地域協議会における議題ごとの議決方法は、特定地域協議会の設置要綱に定め

るものとする。

（２）設置要綱の変更の方法は、当該設置要綱に定める方法によるものとする。

（３）特定地域協議会の議決の方法は、次の①及び②を参考にしつつ、特定地域協議会運

営の公平と特定地域協議会の構成員の多様性を損なわないよう十分に留意するものと

する。

① 設置要綱の合意に関する議決

ⅰ）地方公共団体の長の全てが合意すること。

ⅱ）合意するタクシー事業者が特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数

の合計が、特定地域協議会の構成員であるタクシー事業者が当該特定地域内の営

業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数であること。

ⅲ）合意するタクシー協会等の構成員となっているタクシー事業者が特定地域内の

営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー
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協会等の構成員となっているタクシー事業者が当該特定地域内の営業所に配置す

るタクシー車両の台数の合計の過半数であること。

ⅳ）労働組合等として参加している構成員の過半数が合意すること。

ⅴ）地域住民として参加している構成員の過半数が合意すること。

ⅵ）法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意すること。

② 特定地域計画の合意に関する議決

ⅰ）Ⅱ．５．（３）①ⅰ）及びⅲ）からⅴ）までの掲げる要件を満たしていること。

ⅱ）合意するタクシー事業者が特定地域内に配置するタクシー車両の台数の合計が、

当該特定地域内の営業所に配置されるタクシー車両の台数の総台数の３分の２以

上であること。

ⅲ）Ⅱ．３．（１）①において設定する区分ごとに、合意するタクシー事業者が特

定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、当該特定地域内の営

業所に配置されるタクシー車両の総台数の過半数であること。

ⅳ）協議会の構成員である関係行政機関が全て合意すること。

ⅴ）法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関を除く。）の過半

数が合意すること。

ⅵ）法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員のうち特定地域計画に定める活性

化措置に係る事業の実施主体とされたものが合意すること。

（４）特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化を効果的かつ円滑に推進するた

め、特定地域協議会の議決は限りなく全会一致に近い形で行われることが望ましく、

そのための調整が積極的に行われるものとする。

Ⅲ．その他

１．協議会は、準特定地域計画又は特定地域計画を作成するに当たっては、「特定地域計画

の認可基準（平成26年１月24日付け国自旅第402号」２の認可方針に適合するものでなら

ないことに留意するものとする。

２．協議会は、地域における関係者の負担軽減と協議会の運営の効率化、他の計画との整

合性の確保を図るため、必要に応じ道路運送法（昭和26年法律第183号）に基づく地域公

共交通会議又は運営協議会、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法

律第59号）に基づく協議会等の地域の移動手段のあり方を協議する協議体との連携を行

うものとする。

附 則

本通達は、平成26年１月27日から施行する。
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（別添：準特定地域）

○○協議会設置要綱（モデル要綱）

制定平成○○年○○月○○日

（目的）

第１条 ○○協議会（以下「協議会」という。）は、特定地域及び準特定地域にお

ける一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法（平

成２１年法律第６４号。以下「法」という。）の規定に基づき、△△（準特定地

域）の関係者の自主的な取組を中心として、当該準特定地域の一般乗用旅客自

動車運送事業（法第２条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下

「タクシー事業」という。）の適正化及び活性化を推進することにより、一般乗

用旅客自動車運送が、地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにす

るために必要となる準特定地域計画の作成等を行うために設置するものとする。

（定義）

第２条 この要綱において「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者

をいう。

２ この要綱において「タクシー車両」とは、タクシー事業の事業用自動車をい

う。

３ この要綱において「タクシー協会等」とは、タクシー事業者の組織する団体

をいう。

４ この要綱において「労働組合等」とは、タクシー車両の運転者の組織する団

体をいう。

５ この要綱において「バス事業者」とは、道路運送法（昭和２６年法律第１８

３号）第３条第１号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

（実施事項）

第３条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 準特定地域計画の作成

(2) 次に掲げる準特定地域計画の実施に係る連絡調整

① 準特定地域計画に定められた事業の円滑な実施のために必要な場合にお

ける当該事業の関係者の招集

② 準特定地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対す

る必要な協力の要請

③ ①②に掲げるもののほか、協議会が必要と認める準特定地域計画の実施

に係る連絡調整

(3) 準特定地域のタクシー事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な次に掲

げる事項の協議

① 協議会の運営方法

② （地域の実情に応じて、必要となる事項を列記）
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（協議会の構成員）

第４条 協議会の構成員は、次の区分にそれぞれ掲げる者とする（括弧内は例）。

(1) ○○都道府県知事・○○市町村長又はそれらの指名する者

(2) タクシー事業者等（一般社団法人○○都道府県タクシー協会、○○株式会

社）

(3) 労働組合等（○○労働組合○○都道府県支部）

(4) 地域住民の代表（○○自治会長又は○○商工会長）

(5) 鉄道事業者、バス事業者、宿泊施設管理者等（○○株式会社）

(6) 学識経験者（○○大学教授○○）

(7) ○○都道府県労働局又は○○労働基準監督署

(8) ○○都道府県公安委員会

(9) （その他協議会が必要と認める者を列記）

２ 協議会は、前項の(1)～(4)の区分に掲げる者が任意に加入し、又は脱退する

ことができるものとし、かつ、前項の(5)～(9)の区分に掲げる者が任意に脱退

できるものとする。

３ 協議会へ加入又は協議会から脱退しようとする者は、会長等（事務局長又は

役員を置く場合は事務局長又はその役員。以下同じ。）に申し出をするものとす

る。

ただし、第５条第１１項の規定に基づき協議会の開催の公表があった場合には、

協議会の開催日の３０日前までに申し出があった者について、当該協議会に構

成員として参画できるものとする。

４ 協議会の構成員の把握は会長等が行うものとし、協議会の場において一覧表

形式等により示すものとする。

（協議会の運営）

第５条 協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。

２ 会長は、協議会を代表し、協議の場を総括する。

３ 会長の任期は○年とする。

４ 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理

する。

５ 協議会に事務局長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。

６ 事務局長は、協議会の運営に関する事務を総括する。

７ 事務局長の任期は○年とする。

８ 各区分毎の構成員の発言時間の配分は、協議会の開催予定時間の15％を上限

として会長が割り振るものとする。

９ 協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めると

おりとする。

(1) 役員の選出を議決する場合 第４条第１項(2)及び(3)に掲げる構成員はそ

の区分毎に１個の議決権を、その他の構成員については各自１個の議決権を

与えるものとし、議決権の過半数に当たる多数をもって行う。

(2) 設置要綱の変更を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすことをもっ
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て行う。

① 関係地方公共団体の長が全て合意すること。

② 設置要綱の変更について合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業

所に配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシ

ー事業者が当該準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合

計の過半数であること。

③ 設置要綱の変更について合意するタクシー協会等の構成員となっている

タクシー事業者が準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の

合計が、協議会の構成員であるタクシー協会等の構成員となっているタク

シー事業者が当該準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の

合計の過半数であること。

④ 労働組合等として参加している構成員の過半数が合意すること。

⑤ 地域住民として参加している構成員の過半数が合意すること。

⑥ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意すること。

(3) 準特定地域計画の作成を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすこと

をもって行う。

① (2)①及び③から⑤までに掲げる要件を満たしていること。

② 準特定地域計画の作成に合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業

所に配置するタクシー車両の台数の合計が、当該準特定地域内の営業所に

配置されるタクシー車両の総台数の過半数であること。

③ 準特定地域協議会の構成員である関係行政機関が全て合意すること。

④ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関を除く。）の

過半数が合意すること。

⑤ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員のうち準特定地域計画に定

められた事業の実施主体とされたものが合意すること。

(4) (1)から(3)まで以外の議決を行う場合 次に掲げる要件を全て満たすこと

をもって行う。

① 会長及び事務局長が合意すること。

② 合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業所に配置するタクシー車

両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者が当該準特定地

域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数であること。

③ ①及び②以外の構成員において、第４条第１項(3)に掲げる構成員はその

区分毎に１個の議決権を、それ以外の構成員については各自１個の議決権

を与えるものとし、過半数が合意すること。

10 協議会は、○ヶ月ごとを目安として開催することとする。

11 前項に掲げるもののほか、会長は、必要に応じて、協議会を開催することが

できるものとし、協議会の構成員は、会長に対して協議会の開催を要求するこ

とができるものとするが、協議会開催の是非は会長が決めるものとする。

12 会長は、協議会を開催するに当たり、原則として協議会開催日の４５日前（地

域の実情に応じて、必要となる日数を記入）までにその旨を公表するものとす

る。
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13 協議会は原則として公開とする。

（第14項は必要に応じて記載する）

14 会長は、次に掲げる事項に限り、やむを得ない事由により協議会を開催する

余裕のない場合においては、事案の概要を記載した書面を構成員に送付し、そ

の意見の聴取及び賛否を確認し、その結果をもって協議会の決議に代えること

ができる。

なお、本規定に基づく取扱いを行う場合にあっては、第４条第３項中の「３

０日前」とあるのは「３日前」とし、第５条第12項中の「４５日前」とあるの

は「１０日前」とする。

(1) 新規許可、営業区域の設定又は増車に係る意見聴取に関する意見書の提出

の議決

(2) 公定幅運賃に係る意見聴取に関する意見書の議決

（その他）

第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会

長が協議会に諮り定める。
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（別添：特定地域）

○○協議会設置要綱（モデル要綱）

制定平成○○年○○月○○日

（目的）

第１条 ○○協議会（以下「協議会」という。）は、特定地域及び準特定地域にお

ける一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法（平

成２１年法律第６４号。以下「法」という。）の規定に基づき、△△（特定地域）

の関係者の合意に基づいて、当該特定地域の一般乗用旅客自動車運送事業（法

第２条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下「タクシー事業」

という。）の適正化及び活性化を推進することにより、一般乗用旅客自動車運送

が、地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにするために必要とな

る特定地域計画の作成等を行うために設置するものとする。

（定義）

第２条 この要綱において「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者

をいう。

２ この要綱において「タクシー車両」とは、タクシー事業の事業用自動車をい

う。

３ この要綱において「タクシー協会等」とは、タクシー事業者の組織する団体

をいう。

４ この要綱において「労働組合等」とは、タクシー車両の運転者の組織する団

体をいう。

５ この要綱において「バス事業者」とは、道路運送法（昭和２６年法律第１８

３号）第３条第１号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

（実施事項）

第３条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 特定地域計画の作成

(2) 次に掲げる特定地域計画の実施に係る連絡調整

① 特定地域計画に定められた事業の円滑な実施のために必要な場合におけ

る当該事業の関係者の招集

② 特定地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対する

必要な協力の要請

③ ①②に掲げるもののほか、協議会が必要と認める特定地域計画の実施に

係る連絡調整

(3) 特定地域のタクシー事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な次に掲げ

る事項の協議

① 協議会の運営方法

② （地域の実情に応じて、必要となる事項を列記）
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（協議会の構成員）

第４条 協議会の構成員は、次の区分にそれぞれ掲げる者とする（括弧内は例）。

(1) ○○都道府県知事・○○市町村長又はそれらの指名する者

(2) タクシー事業者等（一般社団法人○○都道府県タクシー協会、○○株式会

社）

(3) 労働組合等（○○労働組合○○都道府県支部）

(4) 地域住民の代表（○○自治会長又は○○商工会長）

(5) 鉄道事業者、バス事業者、宿泊施設管理者等（○○株式会社）

(6) 学識経験者（○○大学教授○○）

(7) ○○都道府県労働局又は○○労働基準監督署

(8) ○○都道府県公安委員会

(9) （その他協議会が必要と認める者を列記）

２ 協議会は、前項の(1)～(4)の区分に掲げる者が任意に加入し、又は脱退する

ことができるものとし、かつ、前項の(5)～(9)の区分に掲げる者が任意に脱退

できるものとする。

３ 協会へ加入又は協議会から脱退しようとする者は、会長等（事務局長又は役

員を置く場合は、事務局長又はその役員。以下同じ。）に申し出をするものとす

る。

ただし、第５条第11項の規定に基づき協議会の開催の公表があった場合には、

協議会開催日の３０日前までに申し出があった者について、当該協議会に構成

員として参画できるものとする。

４ 協議会の構成員の把握は会長等が行うものとし、協議会の場において一覧表

形式等により示すものとする。

（協議会の運営）

第５条 協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。

２ 会長は、協議会を代表し、協議の場を総括する。

３ 会長の任期は○年とする。

４ 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理

する。

５ 協議会に事務局長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。

６ 事務局長は、協議会の運営に関する事務を総括する。

７ 事務局長の任期は○年とする。

８ 各区分毎の構成員の発言時間の配分は、協議会の開催予定時間の15％を上限

として会長が割り振るものとする。

９ 協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めると

おりとする。

(1) 役員の選出を議決する場合 第４条１項(2)及び(3)に掲げる構成員はその

区分毎に１個の議決権を、その他の構成員については各自１個の議決権を与

えるものとし、議決権の過半数に当たる多数をもって行う。

(2) 設置要綱の変更を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすことをもっ
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て行う。

① 関係地方公共団体の長が全て合意すること。

② 設置要綱の変更について合意するタクシー事業者が特定地域内の営業所

に配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー

事業者が当該特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の

過半数であること。

③ 設置要綱の変更について合意するタクシー協会等の構成員となっている

タクシー事業者が特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合

計が、協議会の構成員であるタクシー協会等の構成員となっているタクシ

ー事業者が当該特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計

の過半数であること。

④ 労働組合等として参加している構成員の過半数が合意すること。

⑤ 地域住民として参加している構成員の過半数が合意すること。

⑥ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意すること。

(3) 特定地域計画の作成を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすことを

もって行う。

① (2)①及び③から⑤までに掲げる要件を満たしていること。

② 特定地域計画の作成に合意するタクシー事業者が特定地域内の営業所に

配置するタクシー車両の台数の合計が、当該特定地域内の営業所に配置さ

れるタクシー車両の総台数の３分の２以上であること。

③ タクシー事業者の区分ごとに、合意するタクシー事業者が特定地域内の

営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、当該特定地域内の営業所

に配置されるタクシー車両の総台数の過半数であること。

④ 協議会の構成員である関係行政機関が全て合意すること。

⑤ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関を除く。）の

過半数が合意すること。

⑥ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員のうち地域計画に定められ

た事業の実施主体とされたものが合意すること。

(4) (1)から(3)まで以外の議決を行う場合 次に掲げる要件を全て満たすこと

をもって行う。

① 会長及び事務局長が合意すること。

② 合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業所に配置するタクシー車

両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者が当該準特定地

域内の営業所に配置するタクシー車両の合計の過半数であること。

③ ①及び②以外の構成員において、第４条第１項(3)に掲げる構成員はその

区分毎に１個の議決権を、それ以外の構成員については各自１個の議決権

を与えるものとし、過半数が合意すること。

10 前項(3)③に掲げるタクシー事業者の区分は、次のとおりとする。

(1) 大手事業者 特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の合計が○両以

上

(2) 中小事業者 特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の合計が○両以
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上

(3) 個人タクシー事業者

11 協議会は、○ヶ月ごとを目安として開催することとする。

12 前項に掲げるもののほか、会長は、必要に応じて、協議会を開催することが

できるものとし、協議会の構成員は、会長に対して協議会の開催を要求するこ

とができるものとするが、協議会開催の是非は会長が決めるものとする。

13 会長は、協議会を開催するに当たり、原則として協議会開催日の４５日前ま

でにその旨を公表するものとする。

14 協議会は原則として公開とする。

（第15項は必要に応じて記載する）

15 会長は、公定幅運賃に係る意見聴取に関する意見書の提出について、やむを

得ない事由により協議会を開催する余裕のない場合においては、事案の概要を

記載した書面を構成員に送付し、その意見の聴取及び賛否を確認し、その結果

をもって協議会の議決に代えることができる。

なお、本規定に基づく取扱いを行う場合にあっては、第４条第３項中の「３

０日前」とあるのは「３日前」とし、第５条第13項中の「４５日前」とあるの

は「１０日前」とする。

（その他）

第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会

長が協議会に諮り定める。
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公 示

特定地域計画の認可基準について

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性

化に関する特別措置法（平成２１年法律第６４号・以下「法」という。）第８条

の２に基づく特定地域計画を認可する際の認可基準を下記のとおり定めたので公示

する。

平成２６年１月２７日

関東運輸局長 原 喜信

記

１ 認可

(１) 特定地域計画の認可申請書（法第８条の２第４項及び特定地域及び準特定地

域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置

法施行規則（平成21年国土交通省令第58号。以下「施行規則」という。）第３

条の４の規定により添付又は提出される書類を含む。）を審査し、申請に係る

特定地域計画が下記２「認可方針」に適合していることを確認した上で認可を

行うものとする。

(２) (１)の認可をする場合、法第８条の２第４項及び施行規則第３条の４に規定

するもののほか、その他必要な書類の提出を求めるものとする。

(３) 認可を受けた特定地域計画（以下「認可特定地域計画」という。）の変更の

認可に当たっては、認可特定地域計画の変更の認可申請書（施行規則第３条の

３第２項及び第３項の規定により提出される書類を含む。）を審査し、申請に

係る認可特定地域計画が下記２「認可方針」に適合していることを確認した上

で変更の認可を行うものとする。

当該変更の認可をする場合については、(２)の規定を準用する。

(４) (１)及び(３)の審査に要する標準的な期間は、３ヶ月とする。

２ 認可方針

法第８条の２の規定を踏まえ、特定地域計画の認可方針を以下のとおりとする。

(１) 特定地域計画の認可の申請者
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法第８条第１項の規定に基づく協議会（以下同じ。）であること。

(２) 特定地域計画に定める事項

① 一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進に関する基本的な

方針

一般乗用旅客自動車運送事業（法第２条第１項に規定する一般乗用旅客自

動車運送事業。以下「タクシー事業」という。）の公共交通機関としての役

割や責務、当該特定地域におけるタクシー事業の現況及び取組みの方向性等、

タクシー事業の適正化及び活性化の推進に関する基本的な方針が定められて

いるものであること。

② 特定地域計画の目標

供給輸送力の削減の前提となる目標を記載するとともに、当該特定地域に

おいて生じている問題及びそれらの問題を解消等するための目標が定められ

ているものであること。

③ 当該特定地域において削減すべきタクシー事業の供給輸送力

②の特定地域計画の目標に即し、当該特定地域内の営業所に配置される事

業用自動車（法第２条第９項に規定する事業用自動車。以下同じ。）の総台

数及び別途公示する当該特定地域において適正と考えられる車両数（以下

「適正車両数」という。）、その他必要な書類等を勘案し、当該特定地域内

の営業所に配置される事業用自動車の総台数が適正車両数の上限に至らない

車両数又は概ね適正車両数の上限の車両数となるよう、当該特定地域におい

て削減すべき供給輸送力（事業用自動車の減車又は営業方法の制限によるも

の。以下同じ。）が定められているものであること。

④ 当該特定地域計画において行うべきタクシー事業の供給輸送力の削減の方

法

当該特定地域において行う供給輸送力の削減の方法、実施時期が確実に遂

行するため適切に定められているものであること。具体的には、当該特定地

域において行う供給輸送力の削減の方法が実施可能なものであって、かつそ

の実施時期が具体的な内容に照らし適切なものであることが確認できるもの

であること（⑥について同じ。）。

なお、営業方法の制限による供給輸送力の削減を行う場合にあっては、協

議会の構成員による確認や事業者同士が相互に確認ができる体制の構築等に

ついて、具体的な方法が記載されていること。

また、実施時期については、逐次、事業用自動車の削減の状況の検証が行

えるよう、短期（１年以内）、中期（指定期間内）等、極力詳細に設定する

ものとする（⑥について同じ。）。

⑤ 当該特定地域に営業所を有する各事業者（法第２条第２項に規定する一般
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乗用旅客自動車運送事業者。以下「タクシー事業者」という。）が行うべき

タクシー事業の供給輸送力

③の当該特定地域において削減すべき供給輸送力のうち、当該特定地域内

に営業所を有するタクシー事業者が各々削減すべき供給輸送力、又は特定地

域内の営業所に配置する事業用自動車の台数規模ごとに削減すべき供給輸送

力が定められているものであること。

⑥ 当該特定地域内に営業所を有する各タクシー事業者が行うべきタクシー事

業の供給輸送力の削減方法

④の当該特定地域において行う供給輸送力の削減の方法、実施時期のうち、

当該特定地域内に営業所を有するタクシー事業者が各々行う供給輸送力の削

減の方法、実施時期が定められているものであること。

⑦ その他当該特定地域における供給輸送力の削減に関し必要な事項

①のタクシー事業の適正化及び活性化に関する基本的な方針に即した事項

が定められていること。

当該要件との適合性を判断するに当たり、タクシー事業の適正化及び活性

化に関する基本的な方針に即しているかについては、特定地域計画の内容か

ら総合適的に判断するものとする。

(３) 特定地域計画に定めることができる活性化措置

当該特定地域におけるタクシー事業の活性化を推進するために行うもの、又

はタクシー事業の譲渡又は譲受け及びタクシー事業者たる法人の合併又は分割

等経営の合理化に資するものであること。

当該要件との適合性を判断するに当たっては、特定地域計画に定める活性化

措置の内容が、輸送需要に対応した合理的な運営及び法令の遵守の確保並びに

運送サービスの質の向上及び輸送需要の開拓を図り、タクシー事業の活性化に

資する事業であることが説明されることをもって判断するものとする。

(４) 基本方針との整合性

特定地域計画に定める事項が、「特定地域及び準特定地域における一般乗用

旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する基本方針（平成21年国土交通

省告示第1036号。以下「基本方針」という。）」に照らし適切なものであるこ

と。

特に、基本方針において、供給輸送力の削減の実施に当たり、地域公共交通

としての機能を十分に発揮できる地域の需要に応じた適切な供給量とするため

に必要かつ最小限度の供給輸送力の削減を実施することが重要である旨が記述

されていることから、特定地域計画に定める供給輸送力の削減の実施が、適正

車両数の上限に至らない車両数又は概ね適正車両数の上限の車両数であって、

当該地域の需要に応じた適切な供給量となっていること等を確認することとす
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る。

また、活性化措置を実施するに当たっては、地域の実情に応じて、地域のニ

ーズや地域に存在する問題に的確に対応することが重要である旨が記述されて

いることから、輸送需要に対応した合理的な運営、法令の遵守の確保、運送サ

ービスの質の向上及び輸送需要の開拓、又はタクシー事業の譲渡・譲受及び合

併・分割が設定されている場合には、活性化事業の効果を高めるのに有効であ

るかの観点から、地域のニーズ等に応じ、特定地域計画に定められた目標の達

成に必要な事業が適切に設定されていること等を確認することとする。

なお、供給輸送力の削減の実施に当たっては、特定地域における一般乗用旅

客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する

法律（平成25年法律第８条第３号）附則第８条の規定に基づき、改正前の特定

地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措

置法第13条第１項に規定する認定特定事業計画に基づいて行われたタクシー事

業の供給輸送力の減少の実績が勘案され、当該特定地域におけるタクシー事業

者間の適正かつ公平な供給輸送力の削減が設定されていることを確認すること

とする。

(５) 地域交通に関する計画との整合性

特定地域計画に定める事項が、都市計画法（昭和43年法律第100号）第４条

第１項の都市計画、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法

律第59号）第５条第１項の地域公共交通総合連携計画その他法律の規定による

地域の交通に関する計画との調和が保たれ、かつ、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第２条第４項の基本構想に即したものでなければならない。

当該要件との整合性を判断するに当たっては、法第８条の２第４項の規定に

基づき添付する書面により、特定地域計画に定める内容が、都市の健全な発展

と秩序ある整備を図るものであって、地域公共交通の活性化及び再生に資する

事業であることか判断することととする。

なお、法第８条の２第４項の規定に基づき添付する書面は、協議会会長の自

署による宣誓書とする。

(６) 法第８条の２第５項第３号に定める要件との適合性

施行規則第３条の４第２号に規定する添付書類により、協議会が特定地域計

画を作成した際に当該協議会の構成員として当該特定地域計画の作成に合意を

したタクシー事業者が当該特定地域計画に係る特定地域内の営業所に配置する

事業用自動車の台数の合計を確認し、同条第３号に規定する添付書類により、

当該特定地域計画に係る特定地域内の営業所に配置される事業用自動車の総台

数を確認の上、前述の事業用自動車の台数の合計が、後述の事業用自動車の総

台数の３分の２以上であることを確認することとする。
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(７) 独占禁止法との関係性

特定地域計画に定める供給輸送力及びその削減の方法が、供給過剰の状況を

是正するために必要かつ最小限度の範囲内のものであって、特定のタクシー事

業者に対し不当な差別的取扱いをするものでなく、かつ当該特定地域内のタク

シー事業者間で、適正な競争が確保され、タクシーの利用者及び関連事業者の

利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

３ 認可特定地域計画の変更命令等

認可特定地域計画が認可後の社会経済情勢の変化等により、２に掲げる認可方針

うち（４）、（５）又は（７）に適合しないものとなった場合は、特定地域計画の

認可を受けた協議会（以下「認可協議会」という。）に対し、当該認可特定地域計

画の変更を行うよう命ずることとし、認可協議会が命令に従わないときは、その認

可を取り消すこととする。

附 則

本公示は、平成26年１月27日以降処分するものから適用する。
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公 示

特定地域における適正と考えられる車両数について

「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及

び活性化に関する特別措置法」（平成２１年法律第６４号）における特定地域

の適正と考えられる車両数（以下「適正車両数」という。）を算定したので下

記のとおり公示する。

なお、適正車両数の算定基礎数値は、別紙のとおりである。

平成２７年８月１０日

関東運輸局長 濱 勝俊

記

別添のとおりとする。

附則（平成２８年７月１５日 一部改正）

１ 本公示は、平成２８年７月１５日 から適用する。
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１．法人タクシー

上限 下限

東京都 南 多 摩 交 通 圏 1,214 1,057 1,240 2.1 14.8

神奈川県 京 浜 交 通 圏 6,379 5,509 6,894 7.5 20.1

千葉県 京 葉 交 通 圏 1,453 1,287 1,514 4.0 15.0

東 葛 交 通 圏 996 885 1,087 8.4 18.6

千 葉 交 通 圏 1,085 964 1,363 20.4 29.3

埼玉県 県南中央交通圏 2,399 2,132 2,524 5.0 15.5

栃木県 宇 都 宮 交 通 圏 643 571 844 23.8 32.3

２．個人タクシー

上限 下限

東京都 南 多 摩 交 通 圏 264 230 269 1.9 14.5

神奈川県 京 浜 交 通 圏 1,980 1,710 2,139 7.4 20.1

千葉県 京 葉 交 通 圏 358 317 372 3.8 14.8

東 葛 交 通 圏 80 71 87 8.0 18.4

千 葉 交 通 圏 212 189 266 20.3 28.9

埼玉県 県南中央交通圏 120 107 126 4.8 15.1

栃木県 宇 都 宮 交 通 圏 47 42 61 23.0 31.1

特定地域指定日現在
の車両数と適正車両
数（下限）との乖離率

（％）

特定地域指定日現在
の車両数と適正車両
数（下限）との乖離率

（％）

（別添）

特定地域における適正車両数

※「法人タクシー」とは、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活
性化に関する特別措置法第２条第１項に定める一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシーを除
く。）である。

※上記「特定地域指定日現在の車両数」については、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動
車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第２条第９項に定める事業用自動車（１人１車制個人
タクシーを除く。）の数である。

都道
府県

営業区域
（交通圏）

適正車両数（両） 特定地域指定
日現在の車両

数
*1

特定地域指定日現在
の車両数と適正車両
数（上限）との乖離率

（％）

※「個人タクシー」とは、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活
性化に関する特別措置法第２条第１項に定める一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシーに限
る。）である。

都道
府県

営業区域
（交通圏）

適正車両数（両） 特定地域指定
日現在の車両

数
*1

特定地域指定日現在
の車両数と適正車両
数（上限）との乖離率

（％）

- 2 -



※上記「特定地域指定日現在の車両数」については、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動
車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第２条第９項に定める事業用自動車（１人１車制個人
タクシーに限る。）の数である。

*1 ・・・・・神奈川県京浜交通圏の特定地域指定日は平成２７年８月１日
　　　　　　東京都南多摩交通圏、千葉県京葉交通圏、同東葛交通圏、同千葉交通圏、埼玉県県南中央交通
　　　　　　圏及び栃木県宇都宮交通圏の特定地域指定日は平成２８年７月１日
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１．算定方法

　①法人タクシー

　　輸送需要量 ÷ （平均総走行キロ × 平成１３年度実車率 ÷ 平均延実働車両数） ÷ 365 ÷ 実働率

　②個人タクシー

２．適正車両数の算定基礎数値

（法人タクシー）

①一般タクシー

上限値*4 下限値*4

東京都 南 多 摩 36,582,853 0.98 0.49 394,727 0.80 0.92

神奈川県 京 浜 176,946,412 0.97 0.44 2,201,518 0.80 0.93

千葉県 京 葉 38,411,134 0.99 0.49 467,286 0.80 0.90

東 葛 25,216,893 0.98 0.49 325,602 0.80 0.90

千 葉 22,423,412 0.97 0.44 350,066 0.80 0.90

埼玉県 県 南 中 央 54,510,155 0.99 0.48 739,011 0.80 0.90

栃木県 宇 都 宮 14,029,333 0.99 0.51 214,645 0.80 0.90

②その他ハイヤー

下限*5

神奈川県 京 浜 0.22

千葉県 京 葉 0.15

東 葛 0.20

千 葉 0.29

埼玉県 県 南 中 央 0.19

*3・・・・・「平均延実働車両数」は、平成21年度から平成25年度における延実働車両数の平均値

　　　　　　（京浜交通圏以外は、平成22年度から平成26年度）

　　　　　　（京浜交通圏以外は、平成21年度から平成26年度）

　　　　　　（京浜交通圏以外は、平成22年度から平成26年度）

*4・・・・・実働率の「上限値」は80％又は平成13年度値のいずれか低い数値

（別紙）

都道
府県

営業区域
（交通圏）

輸送需要量の算定

平成25年度
総実車キロ

（京浜交通圏以
外は平成26年

平均対前
年度比率*1

平成13年
度実車率

平均延実働
車両数*3

適正車両数の算定

実働率
平均総走行キロ

*2

　　個人タクシー（１人１車制個人タクシーに限る）の適正車両数は、特定地域指定日現在の法人タクシーの車両数と上記算定
 方法により算定した法人タクシーの適正車両数の上限値及び下限値それぞれの乖離率を用いて算定したものである。
　（小数点以下切り上げ）

※その他ハイヤー（道路運送法施行規則第四条第八項第三号の規定に基づき国土交通大臣が定める区分を定める告示（平成２
６年国土交通省告示第５９号）第２号に規定するハイヤーをいう。以下同じ。）がある営業区域にあっては、算定した一般タクシー
（タクシー特措法第２条第９項に定める事業用自動車からその他ハイヤー及び個人タクシーを除いたもの。以下同じ。）の必要車
両数と平成２６年１月２７日現在の一般タクシーの車両数の乖離率を用いてその他ハイヤーの必要車両数を算定し、これを一般タ
クシーの必要車両数に加えて算定したものである。

*1・・・・・「平均対前年度比率」は、平成20年度から平成25年度における総実車キロの対前年度比率の平均値

※「平均対前年度比率」、「平成13年度実車率」及び「実働率」の数値は、小数点第３位で四捨五入して記載しているため、必ずし
も計算結果は一致しないことがある。

80,469,862

*2・・・・・「平均総走行キロ」は、平成21年度から平成25年度における総走行キロの平均値

都道
府県

営業区域
（交通圏） 平成２６年１月２７日現在の

その他ハイヤー車両数

適正車両数の算定

乖離率

上限*5

40 0.10

460,079,064

85,359,762

56,796,767

56,023,269

17 0.09

28 0.21

119,539,940

30,828,025

9 0.04

1 0.10
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タクシー事業の活性化に資する取り組みについて

活性化に向けた主な取り組み事例

２．ユニバーサルドライバー研修

１．外国人旅客接遇研修

千葉県内には日本国内でも有数の外国人が来訪している「成田国際空港」、「東京ディズ
ニーリゾート」等の施設があり、それらを訪れる外国人旅客に対応すべく、外国語による旅
客接遇や各国の文化を学ぶ研修を千葉県においては平成２６年度から実施している。

タクシーのバリアフリー化を目的として、ＵＤタクシーの導入等によるハード面の他、乗
務員によるソフト面での対応を充実させるために、接遇や介助について、乗車・降車時の車

３．子育て世代、妊婦支援を目的としたサービス

◇子育て世代支援
・ 通園・通学・通塾時等の子供１人の乗車に対応
・ 自宅や保育所等の中までの引率サービス

◇妊婦支援
・定期健診や陣痛時の病院への送迎サービス
・研修を受けた運転者の乗務
・バスタオルやビニールシート等の車内備品を用意
・利用者は事前登録等により自宅・病院への道案内不要

務員によるソフト面での対応を充実させるために、接遇や介助について、乗車・降車時の車
いすの取り扱い方について等の研修を千葉県においては平成２４年度から実施している。

4.  タクシーの日 お客様感謝フェスタ

８月５日の「タクシーの日」に合わせたイベントを、千葉県内では平成２８年７月に初め
て開催し、タクシー車両の展示や、参加した子どもが実際に点呼・点検やタクシー車両の運
転席を体験する「ちびっ子タクシードライバー体験」等により、タクシーをより身近に感じ
てもらえるような取り組みを行った。
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